
                                                                         

 

応 募 要 領 

 

１ 委託研究課題名 

「在来未利用資源を用いた改良鉢土による熱帯有用樹種育苗システムの改善」 

２ 委託研究の目的及び内容 

  (1)目的 

ブルキナファソにおいて不安定な熱帯有用樹種育苗システムの問題点を調査したとこ

ろ、鉢土に孔隙が少なく排水性も悪いため、湿害により樹木根の生長が阻害されている現

状が明らかとなった。また、この問題に対して現地の未利用資源であるリターと粘土に富

む下層土から簡単に作成できる多孔質資材を鉢土に混和することで、シアー（Vitellaria 

paradoxa）などの現地有用樹種の苗木生育を有意に改善できることも示された。しかし、

現在までの成果は野外実験のデータにのみ基づいているため、水分条件を制御した環境

下で現象の再現性とメカニズムを確認する必要がある。そこで本委託研究課題の目的は、

灌水設備を備えた国内機関の温室において、ポットの水環境を正確に制御し、多孔質資材

がシアー（種子が入手困難となった場合はマンゴー）の育苗を改善するメカニズムを明ら

かにすることとする。 

 

  (2)研究内容 

アフリカで経済的価値のあるシアーなどの有用樹種の育苗は非常に難易度が高いた

め、シアーの育苗経験を有する国内機関の灌水設備を備えた温室においてポット試験を

実施し、在来資源から作成した多孔質資材が熱帯有用樹種の育苗を改善するメカニズム

を明らかにする。想定される試験は以下の通りである。 

※ 現在、ブルキナファソ国の新型コロナウイルス対策状況によりシアーの種子の入

手が出来ない場合が想定されています。入手できない場合はマンゴーの種子により試験

を行います。 

 

i.概要 

①多孔質資材と鉢土の混和方法4種類×水分条件3種類の2要因で実験を設計し、ポットは

1/5000aのワグネルポットを使用すること。 

②各処理の反復は20程度とすること。 

③多孔質資材はイネ科等の植物残渣と粘土含量が35-50％程度の下層土を体積比で1:2の割

合で混和した後に直径約2cm、厚さ約1cmの円盤状に成型し、400℃程度で焼成して作成

すること。 

④鉢土との混和方法は、無混和（対照区）、完全混和（MIX区）、表面被覆（MUL区）、鉢底

への設置（BTM区）の4種類とすること。また、MIX区、MUL区、BTM区では鉢土と多孔質

資材の割合は体積比で5：1とすること。 

⑤鉢土はブルキナファソの状況に合わせ、砂が90％程度、仮比重が1.6 Mg/m3程度のもの

を使用すること。 

⑥水分条件は朝のみ灌水（AM区）、夕方のみ灌水（PM区）、朝夕灌水（対照区）の3種類と

すること。 

⑦本ポット試験は日平均気温が28℃程度の温室で実施すること。 

 

なお供試するシアーの種子は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの担当者

より、日本国内およびブルキナファソ国内のしかるべき手続きを経て譲渡される。（シア

ーの種子が入手できない場合は、マンゴーの種子を提供します。） 

 

ii.調査項目 

ポット重量、樹高，葉数，SPAD値，中肋長を週1回程度測定すること。 

 

３ 委託研究期間 

   契約締結日から令和３年２月２８日までとします。 

 



                                                                         

４ 委託研究経費 

(1)経費は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（以下「センター」という。）運営

費交付金から支出します。 

(2)経費（契約限度額）は、上限671,600円とします。 

  

５ 選定対象機関数 

  本委託研究は、上記２に定める委託研究を実施できる１機関を選定します。 

 

６ 応募資格 

  応募資格を有する機関は、次の(1)及び(2)の双方に該当する機関とします。 

 (1) 応募機関 

     日本国内の国立研究開発法人、国立大学法人、学校法人、国立試験研究機関、公立試験研究

機関、認可法人、公益法人及び法人格を有する民間の研究機関等 

 (2) 応募資格等 

     次の各号の全てに該当する機関 

①  平成３１・３２・３３年度（令和元・２・３年度）の一般競争（指名競争）参加資格

（全省庁統一資格）の「役務の提供等（調査・研究）」の区分において資格を有する機

関であること。 

②  センター理事長から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要

領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

また、全省庁統一資格に格付けされている機関である場合は、国の機関の同様の指名停

止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

③ 機関において情報セキュリティ体制が構築されていること。 

 

７ 参加表明書に関する事項 

  本委託研究の研究企画に関する提案へ参加を希望する機関は、参加表明書（応募要領様式第１

号）を２１の「応募・照会窓口」に持参又は郵送により提出して下さい。 

 《募集期間等》 

    期  間：公示の日から令和２年６月３０日（火）とします。（必着） 

    受付曜日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 

    受付時間：9:00～12:00 及び 13:00～17:00 

  

８ 応募する研究提案（研究計画書）の内容 

(1) ７の「参加表明書」を提出した機関（以下「参加機関」という。）は、「研究計画書」 

（応募要領様式第２号）を作成して下さい。 

 (2) 研究計画書には、２から５を踏まえつつ、次の項目及び内容を提案するものとします。 

  ① 研究計画、実施体制、実施スケジール及び内容 

② 見積書（積算内容）（応募要領様式第３号） 

  

９ その他提出書類 

参加機関は、研究計画書及び見積書（積算内訳）の他、次に掲げる書類を作成して下さい。 

(1) 過去の研究実績等（様式任意） 

(2) 資格審査結果通知書の写 

(3) その他参考となる資料（パンフレット・直近の決算書等） 

 

１０ 研究計画書及びその他の書類の提出期限・提出先・提出部数 

(1) 参加機関は、研究計画書及びその他提出書類（以下「研究計画書等」という。）を１部、 

令和２年５月８日（金）までに提出下さい。（必着） 

  （ＦＡＸ及び電子メールは、受付しません。） 

(2) 提出する研究計画書等は、１機関につき１点に限ります。 

また、研究計画書等を上記期限までに提出しなかった参加機関については、失格としま

す。 

 

１１ 審査方法 



                                                                         

(1) 委託研究審査委員会 

① 委託研究審査委員会（以下「審査委員会」という。）は、研究計画書等の審査を行うた

め、必要に応じ、参加機関から研究計画書等の内容について、別途ヒアリングをすること

があります。 

ヒアリングの開催日時及び場所等の詳細については、参加機関に対して連絡します。 

    なお、ヒアリングのための旅費は、支給しません。 

② 前項のヒアリングへの参加を拒んだ参加機関は、失格とします。 

(2) 契約候補機関の選定等 

審査委員会は、提出された研究計画書等を１２の「審査基準」に基づいて審査を行い、契

約候補機関を選定します。 

  なお、審査は非公開で行い、審査の過程に関する問い合せには、応じません。 

 

１２ 審査基準 

契約候補機関の選定は、以下の基準に従って行います。 

(1)目的を的確に理解しているか。 

(2)研究の実施手順は適切であるか。 

(3)研究課題を的確に実施するために必要な知見・知識を有しているか。   

(4)目的に対して適切な実施計画となっているか。 

(5)予算計画が妥当であるか。 

(6)研究開発の実施体制や管理能力は優れているか。 

 

１３ 審査結果の通知 

審査結果は全ての参加機関に通知し、契約予定者についてはＨＰにて公表します。 

 

１４ 企画提案に要する費用の負担 

企画提案に要する費用は参加機関の負担とします。 

 

１５ 研究計画書等の返却の可否等 

提出された研究計画書等は返却いたしません。なお、研究計画書等は本委託研究にかかる

事務手続き以外の目的で参加機関に無断で使用しません。 

 

１６ 研究計画書等に使用する言語 

   研究計画書等に使用する言語は、日本語とします。 

 

１７ 研究成果 

(1) 実績報告書 

受託機関は、委託研究契約期間終了時までに実績報告書をセンター理事長に提出して下さ

い。 

(2) 研究成果の帰属 

本委託研究を実施することにより次の各号の特許権等の知的財産権が発生した場合、そ

の知的財産権はセンターに帰属しますが、遵守を明記した研究成果報告書を提出して頂く

ことを条件に受託機関とすることができます。（詳細については、お問い合わせ下さ

い。） 

① 特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権 

② 実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権 

③ 意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権 

④ 品種登録を受ける地位又は育成者権 

   ⑤ 著作権 

 

１８ 研究上の不正への対応 

        研究上の不正（発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及

び盗用）に関し、センターでは、「国立研究開発法人国際農林水産業研究センターにおけ

る研究活動の不正行為への対応に関する規程」（１８国研セ第３－７２号）を策定してお



                                                                         

り、本委託により実施する研究活動には本規程が適用されます。 

          ① 不正行為に係る通報があった等の場合には、受託研究機関には、必要な調査の実

施、不正行為が行われたか否かの認定、結果の報告等が求められます。 

          ② 不正行為が行われたと認定された場合、委託研究の中止、不採択、委託費の返還等

の措置が行われることがあります。 

          ③ 不正行為に関与したと認定された者、及び不正行為に関与しなかったものの責任者

としての注意責任を怠ったなど一定の責任があるとされた等の者については、一定

期間、センターからの委託研究への参画が制限されます。また、農林水産省をはじ

めとする各府省等の競争的資金等についても応募が制限されることがあります。 

 

１９ 再委託について 

本委託研究の全部又は一部を第三者に委託することは出来ません。 

 

 

２０ その他 

委託経費として計上できる経費は、次の経費とします。 

 

１） 直接経費：研究の遂行及び研究成果の取りまとめに直接必要とする経費 

（１） 人件費 

研究に直接従事する研究担当者等の人件費 

なお、国あるいは、地方公共団体からの交付金等で職員分の人件費を負担している法

人（地方公共団体を含む）については、職員分の人件費は計上できません。 

（２） 職員旅費 

国内出張に係る経費。 

（３） 外国旅費 

外国への出張に係る経費。 

（４） 試験研究費 

①消耗品費 

機械・備品に該当しない物品 

②印刷製本費 

報告書、資料等の印刷、製本に係る経費 

③借料及び損料 

④賃 金 

当該委託事業に従事する研究補助者等に係る賃金 

⑤雑役務費 

その他、研究に必要となる経費 

２） 一般管理費 

人件費及び事業費以外で当該委託研究を遂行するために必要な経費 

上記(４)試験研究費の１５％以内で計上可能。 

３） 消費税等相当額 

上記１）及び２）の経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引に係る経費の 

１０％。 

 

２１ 応募・照会窓口 

〒305-8686 

茨城県つくば市大わし１－１ 

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 

 企画連携部研究支援室研究業務推進科 

  電 話：０２９－８３８－６３７２ 

  ＦＡＸ：０２９－８３８－６３３７ 

  担当者：嘉村 孝志 

  問い合わせ：e-mail : jircas-rss@ml.affrc.go.jp 
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